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○北杜市就労支援賃貸住宅等建設促進事業費補助金交付要綱 

 

平成２７年１０月１日 

告示第７１号 

改正 令和元年５月２０日告示第１０号 

令和２年３月２４日告示第２６号 

令和４年２月１８日告示第７号 

（趣旨） 

第１条 この告示は、北杜市総合戦略において進める就労者等の住環境の向上及び

移住定住人口の増加を図るため、就労者等が入居するための賃貸住宅等を建設す

る個人又は法人に対して、予算の範囲内において、北杜市補助金等交付規則（平

成１６年北杜市規則第５１号）及びこの告示に基づき補助金を交付することに関

し、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この告示において、「賃貸住宅等」とは、賃貸借契約に基づき入居する住

宅、又は社員寮であって、次の各号のいずれにも該当するものをいう。 

(１) 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）その他関係法令の基準に適合す

るものであること。 

(２) 新築の１戸建て住宅又は１棟当たり２戸以上の共同住宅であること。 

(３) 各戸に玄関、便所、浴室及び台所が設置されていること。 

(４) １戸当たりの延べ床面積が２０平方メートル以上であること。 

(５) 高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成１３年法律第２６号）第５条

第１項に規定するサービス付き高齢者向け住宅事業に係る賃貸住宅及びこれに

類する各種賃貸住宅でないこと。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付を受けることができる者（以下「補助対象者」という。）

は、北杜市内（以下「市内」という。）に賃貸住宅等を建設する個人又は法人で

あって、次の各号のいずれにも該当する者とする。 

(１) 市税及び市債務を滞納していない者。この場合において、市内に住所を有
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しない者にあっては、住所地において区市町村税を滞納していない者とする。 

(２) 平成２７年４月１日以降に工事請負契約を締結した者 

(３) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２条第２号から第６号までに規定する暴力団の構成員でない者 

(４) 破壊活動防止法（昭和２７年法律第２４０号）第４条に規定する暴力主義

的破壊活動を行う団体等に所属していない者 

（補助対象事業） 

第４条 補助金の交付対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、賃貸住宅

等として補助金の交付を受けた日から１０年を超え利用する建築物の建設事業と

する。ただし、国又は地方公共団体から補償を受けて、新築する賃貸住宅等は除

くものとする。 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、１戸当たりの賃貸住宅等の延べ床面積（建築基準法に基づ

く床面積とする。ただし、物置、車庫その他居住の主たる用途に供されない面積

を除く。）に、１平方メートル当たり１万円を乗じて得た額（１戸当たりの賃貸

住宅等の限度額は、６０万円とする。）に戸数分を累計して得た額とする。 

２ 前項により算出した額に１，０００円未満の端数が生じたときは、これを切り

捨てた額とする。 

（事業計画書） 

第６条 補助金の交付を受けようとする補助対象者（以下「申請者」という。）

は、北杜市就労支援賃貸住宅等建設促進事業計画書（様式第１号。以下「計画

書」という。）に、次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければなら

ない。 

(１) 北杜市就労支援賃貸住宅等建設促進事業計画概要書（様式第２号） 

(２) 図面（位置図、配置図、平面図及び立面図） 

(３) 建物全体及び住戸の延べ床面積求積図（補助金算定基礎求積図） 

(４) 建築基準法第６条第１項に基づく建築に係る確認済証の写し又は建築工事

届に係る台帳記載事項証明書の写し 

(５) 北杜市まちづくり条例（平成２３年北杜市条例第２号）第１７条第２項に
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基づく適合通知書の写し 

(６) 土地登記簿謄本又は登記全部事項証明書（建設する土地が借地の場合は、

土地賃貸借契約書の写し） 

(７) 建物、附帯設備等の工事見積書 

(８) 賃貸住宅等の建設請負業者との工事請負契約書の写し 

(９) 賃貸住宅等の管理に関する書類（入居基準、賃借料、賃貸契約書式、管理

方式、環境配慮計画等） 

(１０) 法人の場合は、直近の決算書類、定款及び履歴事項全部証明書 

(１１) 申請年度及び申請年度前年度における、区市町村税の納税証明書 

(１２) その他市長が必要と認める書類 

２ 前項に規定する計画書の提出は、工事請負契約締結後１年以内に提出しなけれ

ばならない。この場合において、計画書の募集期限は、各年度１次募集を７月３

１日とし、２次募集を１２月２０日（その日が北杜市の休日を定める条例（平成

１６年北杜市条例第２号）に規定する休日（以下「休日」という。）である場合

は、その前日とする。）とする。 

（計画承認等） 

第７条 市長は、前条の規定により計画書の提出があったときは、速やかに事業の

目的、内容、関係書類等を審査し、適当であると認めたときは、北杜市就労支援

賃貸住宅等建設促進事業承認書（様式第３号。以下「承認書」という。）により

申請者に通知するものとする。 

２ 市長は、前項の規定による通知に、次に掲げる条件を付すことができる。 

(１) 補助金交付後１０年以内に、当該賃貸住宅等を取り壊し、又は補助事業の

目的に反して賃貸住宅等を使用しないこと。 

(２) 当該賃貸住宅等の完成後、３箇月以内に入居募集を開始すること。 

(３) 当該賃貸住宅等の完成後、１箇月以内に交付申請を行うこと。 

(４) その他市長が必要と認める事項 

（変更等の承認） 

第８条 前条第１項の規定により事業計画の承認を受けた者（以下「補助事業者」

という。）は、事業計画の内容等を変更し、又は事業を中止し、若しくは廃止し
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ようとするときは、北杜市就労支援賃貸住宅等建設促進事業計画変更承認申請書

（様式第４号）を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、交

付予定額に変更が生じない軽微な変更についてはこの限りでない。 

２ 市長は、前項の規定により申請書の提出があったときは、速やかに承認の可否

を決定し、北杜市就労支援賃貸住宅等建設促進事業計画変更承認書（様式第５

号。以下「変更承認書」という。）により補助事業者に通知するものとする。 

３ 市長は、前項に規定する通知に、必要な条件を付すことができる。 

（交付申請） 

第９条 補助事業者は、当該補助対象事業が完了したときは、事業の完了した日か

ら起算して１箇月を経過した日（その日が休日である場合は、その前日とす

る。）までに、北杜市就労支援賃貸住宅等建設促進事業費補助金交付申請書（様

式第６号。以下「申請書」という。）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出し

なければならない。 

(１) 北杜市就労支援賃貸住宅等建設促進事業報告書（様式第７号） 

(２) 承認書及び変更承認書の写し 

(３) 工事請負代金の支払いが確認できる書類の写し 

(４) 当該賃貸住宅等の土地及び建物の表示に関する不動産登記法（平成１６年

法律第１２３号）第１１９条の規定による登記事項証明書 

(５) 写真（着工前、工事中及び完成） 

(６) 建物完成図、住戸の延べ床面積求積図 

(７) 建築基準法第７条第５項の規定による検査済証の写し（建築基準法第６条

第１項の規定に基づく確認申請書の提出を行った場合に限る。） 

(８) その他市長が必要と認める書類 

（交付決定等） 

第１０条 市長は、前条に規定する申請書を受けたときは、その内容を審査し、補

助金を交付すべきものと認める場合は、補助金の額を決定し、速やかに北杜市就

労支援賃貸住宅等建設促進事業費補助金交付決定通知書（様式第８号。以下「交

付決定通知書」という。）により補助事業者に通知するものとする。 

２ 市長は前項の規定による交付決定通知書に、次に掲げる条件を付すことができ
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る。 

(１) 補助金交付後１０年以内に、当該賃貸住宅等を取り壊し、又は補助事業の

目的に反して賃貸住宅等を使用しないこと。 

(２) 当該賃貸住宅等の完成後、３箇月以内に入居募集を開始すること。 

(３) その他市長が必要と認める事項 

３ 第１項の規定による交付決定通知書を受けた補助事業者が補助金の交付を請求

しようとするときは、北杜市就労支援賃貸住宅等建設促進事業費補助金請求書

（様式第９号）を市長に提出しなければならない。 

４ 市長は、前項の規定による請求書により、補助金を交付するものとする。 

（補助金の返還等） 

第１１条 補助事業者が、第７条第２項の条件に違反した場合、虚偽その他不正な

行為により補助金の交付を受けた場合又は補助金を他の用途に使用し、補助対象

事業に関する補助金の決定内容若しくはこれに基づく市長の処分等命令に違反し

た場合は、補助金の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付を取り消し、又はその額を減額した場

合は、補助事業者に対して、その返還を命ずるものとする。 

（財産の処分の制限） 

第１２条 補助事業者は、補助金の交付を受けた日から起算して１０年を経過する

までの間に当該賃貸住宅等を取り壊し、又は補助事業の目的に反して賃貸住宅等

を使用してはならない。 

（地位の承継） 

第１３条 補助事業者が、賃貸住宅等として管理する期間にあって、次の各号に掲

げるいずれかの事由に該当したときは、当該各号に定める者が地位承継承認申請

書（様式第１０号）を市長に提出し、承認を受けなければならない。 

(１) 個人である補助事業者が死亡したとき その相続人 

(２) 法人である補助事業者が合併等をしたとき 合併等により設立された法人 

(３) 補助事業者が賃貸住宅等を譲渡したとき その譲受人 

２ 市長は、前項の規定による申請を承認したときは、地位承継承認通知書（様式

第１１号）により通知するものとする。 
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（報告及び調査） 

第１４条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し報告を求め、又

は関係職員を派遣して帳簿その他関係書類を調査させることができる。 

（その他） 

第１５条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成２７年１０月１日から施行し、平成２７年４月１日から適用

する。 

（有効期限） 

２ この告示は、令和７年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、この告示に

基づき交付決定された補助金については、この告示の失効後も、なおその効力を

有する。 

附 則（令和元年５月２０日告示第１０号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（令和２年３月２４日告示第２６号） 

この告示は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年２月１８日告示第７号） 

（施行期日） 

１ この告示は、令和４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の際、現に改正前のそれぞれの告示の様式の規定により作成さ

れている用紙は、改正後のそれぞれの告示の様式の規定にかかわらず、当分の

間、使用することができる。 


